
2022年 12月 16日 

2023年度及び 2024年度役員選出のお知らせ 

一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会 

選挙管理委員長   石川 裕己  

 

 2023年度定時総会（2023年５月開催予定）の終結の時をもって、現在の役員（理事及び

監事）が任期満了となります。2023年度及び 2024年度役員を選出するため、定款及び役員

選出規程に基づき、ブロック選出理事の選出を行います。理事選出に係る立候補受付に関

して、下記のとおりお知らせします。なお、選出規程等、理事選出方法の詳細については

ホームページにて公開していますのでご参照ください。 

記 

１．受付期間 

 2023年 1月 16日（月）から 1月 31日（火）まで［受付期間最終日の消印有効］ 

 

２．立候補区分 

 １）ブロック選出理事  10～20人  

  ※監事（3人以内）については、役員選出規程第６条の規定により、理事会が選出する。 

 

２）ブロックごとの定員 

役員選出規程第７条の規定により、ブロックの定数は以下の通りとする。 

・東部ブロック：５名以内 

・中部ブロック：８名以内 

・西部ブロック：７名以内 

 

３）ブロックの範囲 

・東部：南伊豆町、下田市、松崎町、河津町、西伊豆町、東伊豆町、伊豆市、伊東市、

伊豆の国市、沼津市、熱海市、函南町、三島市、清水町、長泉町、裾野市、

長泉町、裾野市、御殿場市、小山町、富士市、富士宮市 

・中部：静岡市、藤枝市、焼津市、吉田町、島田市、牧之原市、川根本町 

・西部：御前崎市、菊川市、森町、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市 

 



３．立候補の方法等 

１）立候補する会員は、「理事立候補届」（様式１）に必要事項を明記のうえ、理事候補者

推薦書（２名からの推薦書が必要）（様式２）を添付し、封書に「理事立候補届在中」と

朱書きして、次まで郵送（簡易書留）すること。 

 

 

 

 

※会員の所属する機関の住所により、立候補するブロックを規定する 

※所属機関の届け出のない会員については、自宅住所によりブロックを規定する 

※県外の会員については、県外転居前の所属（もしくは自宅）住所によりブロックを規

定する 

 

２）選挙管理委員会では、「理事立候補届」を受理後、理事立候補者には「理事立候補届

受理書」を送付する。 

 

３）理事立候補を辞退する場合、受付期間最終日までに「理事立候補辞退届」（様式３）

を郵送またはファックスにて提出すること（ファックスの場合は原本後送）。 

 

４）「理事立候補届」「理事候補者推薦書」「理事立候補辞退届」の各様式は、下記協会事

務局まで電話またはファックス、Ｅメールにて請求するか、本協会ウェブサイトか

らダウンロードすること。 

 

 

 

 

 

  

 

【問い合わせ】 

 〒420－0856 静岡市葵区駿府町１番 70号 静岡県総合社会福祉会館４階 

一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会 事務局 

      TEL：054-293-7117（月・水・金 9：00～13：00） 

FAX：054-293-7118 

      E-mail：shizuokapsw.n@gmail.com  

※できる限りメールやＦＡＸでの問い合わせをいただけるようお願い致します。 

ホームページＵＲＬ：http://shizuoka-psw.sakura.ne.jp/ 

※会員ページに入るためにユーザー名、パスワードが必要です。  

     ユーザー名：psw   パスワード:members   

〒420－0856 静岡市葵区駿府町１番 70号 静岡県総合社会福祉会館４階 

一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会 選挙管理委員長 宛 


